
令和 6年 4月 1日改訂 

墓地使用権承継手続きに必要な書類について 

 

□１．「墓地使用権承継許可申請書」 

申請者は承継者になります。現使用者がわからない場合はご相談ください。 

 

□２．「関係図」 

別紙の記入例を参考に、戸籍等を確認し作成してください。既に死亡している方も記入してください。 

 

□３．「同意書」または「生前承継について」 

現使用者が亡くなっている場合は「関係図」に示された承継権利者全員からの署名により、同意をもらっ

てください。複数枚になってもかまいません（誰が承継権利者に当たるか分からない場合は、公園緑地課へ

相談してください）。 

なお、現使用者がご健在の場合は現使用者と承継者のみの同意でかまいません。その場合は「同意書」で

はなく、「生前承継について」を提出してください。 

 

□４．戸籍謄本等 

■現使用者が亡くなっている場合 

まずは、現使用者の出生から現在（死亡）までの連続した戸籍謄本等を請求してください。 

※昭和 22年 5月 2日以前に亡くなっている場合は、法律により家督相続されている場合があり、 

現使用者が被承継者にならない場合があります。その他、戸籍を取得しないと分からない事実もありま 

すので、被承継者が不明な方や相続関係が複雑な方は必ずご相談ください。 

次に承継する権利のある方全員の関係を証明できる戸籍謄本等を請求してください。 

死亡している方は死亡が証明出来る戸籍等が必要です。 

除籍等が滅失している場合や廃棄されている場合があります。その場合はその証明書を添付してください。 

 

■現使用者がご健在の場合 

現使用者がご健在の場合は、現使用者と承継者の関係を証明できる戸籍等を請求してください。 

 

戸籍等の請求窓口は本籍地のある市町村となりますのでご注意ください。 

確認後、原本はお返しすることが出来ますので、必要な方はお申し出ください。 

 

□５．申請者（承継者）の住民票（本籍・続柄の記載は不要） 

    

□６．墓地使用許可証 

紛失されている場合は、「墓地使用許可証紛失届」が必要です。 

 

申請者以外の方が手続きをされる場合は、「委任状」が必要です。但し、住民票で同一世帯であることが

確認出来る方は不要です。 

許可証を郵送で受け取りたい方は、120 円分の切手を貼った返信用封筒（角 2サイズ）を同封してくださ

い。戸籍等の原本の返送を希望の方は封筒の裏側にその旨を明記し、重量に応じて切手を追加してください。 

 

 

 

 

 

 

※公園緑地課からの送付物は約 40ｇです。 

郵送料金(令和元年 10月 1日現在) 

50ｇ以内 120円 

100ｇ以内 140円 

150ｇ以内 210円 

250ｇ以内 250円 

〒790-8571 

松山市二番町 4丁目 7-2 

松山市役所 市街地整備課 市営墓地担当 

電話：089-948-6094 FAX：089-934-8723 

E-mail：sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp 

 

mailto:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp


第４号様式（第４条関係） 

 

墓地使用権承継許可申請書 

 

令和 ４年 ７月２６日 

（宛先）松山市長 

（申請者） 

郵便番号：７９０－８５７１  

住  所：松山市二番町４丁目７番地２     

フリガナ   コウエン ハナコ  

氏  名：   公園 花子         

連 絡 先：（０８９）９４８－６０９４    

 

  墓地使用権を承継したいので，松山市墓地条例施行規則第４条第２項の規定に基づき，

次のとおり申請します。 

 

 

使 用 墓 地 
          横谷 墓地（霊園） 

区 画 番 号           １ 区      １ 番 

前
使
用
者 

住 所 
  

松山市二番町四丁目７番２ 

氏 名  松山 太郎 

承 継 理 由  使用者死亡の為 

添 付 文 書 

１ 墓地使用許可証 

２ 戸籍謄本等（前使用者との関係が分かるもの） 

３ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

承継する方が 

申請者になります 

許可証の情報を記入

してください。 

許可証を紛失してい

る場合は公園緑地課

までお問い合わせく

ださい。 

例）高齢で維持管理が困難な為 

  使用者が遠隔地へ転居した為 

記入例 



 

関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍を見て記入してください。 

死亡、同意、承継等の記述は赤で記入してください。 
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今後、発生した問題等については、私の責任において解決いたします。 

 

 

令和４年７月２６日     公園 花子   

既に死亡している方も 

記入してください。 

記入例 



 

同 意 書 

 

       横谷   墓地（霊園）      １  区     １   番に 

ついて、使用者 松山 太郎   が   死亡   のため、 

   協議   により   長女       公園 花子   が、 

松山市墓地条例施行規則第４条に基づき、上記墓地の使用権を承継することに  

決定したことを証明するとともに、承継することに同意します。  

      

 

令和 ４年７月１５日 

住所    松山市○○町○○番○○号                 

続柄     妻    氏名  松 山  花 代             

令和 ４年７月１０日 

住所    広島県広島市○○区〇〇町○○番○○号           

続柄     長男    氏名  松 山  一 朗          

令和 ４年７月 ８日 

住所    香川県高松市○○町○○番○○号              

続柄     次男   氏名  松 山  次 郎             

令和   年   月   日 

住所                                 

続柄          氏名                        

令和   年   月   日 

住所                                 

続柄          氏名                        

 

 

例）協議、遺言等 
続柄が遠縁の場合は「親族」と

記載してください。 

死亡承継（使用者が死亡している場合）はこちらを使用してください。 

承継権利者の方が必ず

署名してください。 

記入例 



 

令和 ４年 ７月２６日 

（宛先）松山市長 

 

生前承継について 

 

    横谷  墓地(霊園)   １ 区   １ 番は、使用者 松山 太郎   が 

    高齢  の為、祭祀の主催が困難であり、今後は承継者である 公園 花子  

が上記区画の使用権を承継して使用いたします。 

 今後、発生した問題等については私たちで解決いたします。 

 

    使用者         松山 太郎      

    

    承継者         公園 花子     

生前での承継の場合はこちらを使用してください。 

必ず署名してください。 

記入例 



 

 

墓地使用許可証紛失届 

 

令和 ４年 ７月２６日 

（宛先）松山市長  

 

                    （申請者） 

 

氏 名  公園 花子        

 

 

 

   横谷   墓地(霊園)       １ 区     １ 番の 

 

墓地使用許可証を紛失しましたので 

 

墓地使用権承継許可申請書には添付できません。 

墓地使用許可証を紛失している場合はこちらを記入してください。 

記入例 


